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　第43回衆議院議員総選挙および第19回最高裁判所裁
判官国民審査の投票が、11月９日�に行われます。
　小選挙区選挙は候補者の氏名を、また比例代表選挙
は政党名、その他の政治団体名を記載してください。
　投票の受付は、午前７時から午後８時まで（成合、
天行寺、中谷、上倉、桑ノ川、黒滝、大改野、中ノ川
は午後６時まで）です。

投
票
で
き
る
方

投
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き
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方

投
票
所
入
場
券
を
忘
れ
ず
に

投
票
所
入
場
券
を
忘
れ
ず
に

　
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
で
投
票

で
き
る
の
は
、
次
の
皆
さ
ん
で
す
。

▼
昭
和
58
年
11
月
10
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
方

▼
平
成
15
年
７
月
27
日
ま
で
に
南

　
国
市
に
転
入
届
を
出
し
、
引
き 

　
続
き
住
ん
で
い
る
方

＊
今
年
10
月
23
日
以
降
に
市
内
で

　
住
所
を
変
わ
り
、
転
居
届
を
出

　
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所
の
投
票

　
所
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
各
世
帯
に
投
票
所
入
場
券
を
郵

送
し
ま
す
。
投
票
日
に
は
、
投
票

所
入
場
券
を
持
っ
て
、
左
表
の
投

票
所
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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郵
便
で
投
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▼
平
成
15
年
７
月
９
日
以
降
に
、

　
南
国
市
か
ら
転
出
し
、
転
出
先

　
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

　
い
な
い
方
は
、
南
国
市
で
投
票
、

　
ま
た
は
不
在
者
投
票
が
で
き
ま

　
す
。

▼
平
成
15
年
10
月
27
日
現
在
で
選

　
挙
時
登
録
を
行
い
ま
す
の
で
、

　
平
成
15
年
７
月
28
日
以
後
に
南

　
国
市
に
転
入
届
を
出
し
た
方
は

　
南
国
市
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん

　
が
、
転
入
前
の
住
所
地
で
選
挙

　
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、

　
前
の
住
所
地
で
投
票
、
ま
た
は

　
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票

不
在
者
投
票

　
投
票
日
に
次
の
理
由
で
投
票
所

に
行
け
な
い
方
は
、
10
月
28
日
か

ら
11
月
８
日
ま
で
の
間
に
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
（
国
民
審
査
は

11
月
２
日
か
ら
11
月
８
日
ま
で
）
。

　
不
在
者
投
票
は
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
選
挙
管
理

委
員
会
（
市
役
所
４
階
）
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
投
票
入
場
券
を

持
っ
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
区
内
外
を
問
わ
ず
仕
事
を

　
し
て
い
る
場
合

▼
な
ん
ら
か
の
用
務
で
投
票
区
の

　
区
域
外
に
い
る
場
合

▼
病
気
・
け
が
・
妊
娠
・
出
産
・

　
身
体
の
障
害
な
ど
の
た
め
、
歩

　
く
の
が
難
し
い
場
合

▼
監
獄
・
少
年
院
な
ど
に
収
容
さ

　
れ
て
い
る
場
合

＊
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
場

　
合
は
、
施
設
で
不
在
者
投
票
が

　
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の

　
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
お
尋

　
ね
く
だ
さ
い
。

　
次
の
と
お
り
、
本
人
が
申
請
し

選
挙
管
理
委
員
会
が
郵
便
等
投
票

証
明
書
を
交
付
し
た
方
は
、
郵
便

に
よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。
11
月

５
日
�
午
後
５
時
ま
で
に
、
選
挙

管
理
委
員
会
に
あ
る
請
求
書
に
郵

便
等
投
票
証
明
書
を
添
え
て
、
投

票
用
紙
な
ど
の
交
付
を
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

　
公
示
以
前
で
も
請
求
で
き
ま
す
。

郵
便
事
情
な
ど
で
遅
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早

く
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　

▼
身
体
障
害
者
手
帳
に
、
両
下
肢

　
ま
た
は
体
幹
の
障
害
が
１
級
か

　
ら
２
級
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸

　
器
等
の
障
害
が
１
級
か
ら
３
級

　
ま
で
の
記
載
の
あ
る
方

▼
戦
傷
病
手
帳
に
、
両
下
肢
ま
た

　
は
体
幹
の
障
害
が
特
別
項
症
か

　
ら
第
２
項
症
、
心
臓
・
腎
臓
・

　
呼
吸
器
等
の
障
害
が
特
別
項
症

　
か
ら
第
３
項
症
ま
で
の
記
載
の

　
あ
る
方

＊
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
有
効
期

　
限
は
交
付
日
か
ら
７
年
間
で
す
。

　
　
有
効
期
限
が
切
れ
る
方
は
、

　
申
請
書
に
身
体
障
害
者
手
帳
や

　
戦
傷
病
手
帳
な
ど
を
添
え
て
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票

代
理
投
票

　
身
体
障
害
者
や
字
が
書
け
な
い

方
も
、
投
票
所
に
行
け
ば
、
投
票

所
で
補
助
者
に
代
理
記
載
を
し
て

も
ら
う
と
い
う
方
法
で
投
票
で
き

ま
す
。
不
在
者
投
票
の
場
合
も
代

理
投
票
が
で
き
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

南
国
市
選
挙
管
理
委
員
会

（
�
８
８
０
・
６
５
７
１
）ま
で
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転
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を
し
た
方

郵
便
で
投
票
で
き
ま
す

不
在
者
投
票

代
理
投
票


